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本論文では、イギリスにおける金融排除の実態、金融排除に関する政策について、

整理、検討を行っている。金融排除とは、基本的金融サービスへのアクセスに問題が

生じている状態を指すものである。過疎のような地理的要因によるものにとどまらず、

都市の貧困地区においても生じ得るように、社会的要因による金融排除も問題となっ

ている。 

1997 年の労働党政権発足以降のイギリスでは、社会的排除解消の一環として、金融

排除問題への取り組みが積極的になされてきた。イギリス政府は、取り組みにおける

優先課題として、「銀行サービスへのアクセス」、「融資、貯蓄、保険へのアクセス」、

「金融相談へのアクセス」の 3 点を挙げている。 

現状では、銀行サービスへのアクセスについては、本人が希望すれば利用できる環

境が整備された。だが、手頃な融資へのアクセスについては、大きな成果は見られて

おらず、金融相談についてもニーズが十分には満たされていない。このような状況は、

金融業界や政府がイニシアティブをとって一気に進めることが容易な供給者側の課題

に比べて、千差万別の個人に個別に対応する必要性の高い需要者側の課題については、

着実な取り組みを進める以外の解決策を見つけることの困難さを示唆している。 

 

 

                                                        
* 本稿は、岡村（2007）に加除修正を行ったものである。 
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はじめに 

1997 年の労働党政権発足以降のイギリスでは、社会的排除（Social Exclusion） 1解

消の一環として金融排除（Financial Exclusion）問題への取り組みが積極的になされて

きた。金融排除とは、銀行取引をはじめとした基本的金融サービスへのアクセスに問

題が生じている状態を指すものであるが、必ずしも過疎地域における地理的要因によ

るものにはとどまらない。都市部においても、貧困層の集中する地域では、金融機関

の支店・ATMが近隣に存在しない例がイギリスでは数多くみられる。金融サービスへ

のアクセスが制限されるようなことがあれば、決済コストの上昇や金融機関以外の金

融業者への高金利の支払いなどのために、特に低所得者層にとっては相対的に大きな

負担増が生じることになる。 

                                                       

2006 年 12 月 13 日、イギリス財務省（HM Treasury）により設けられた ATM ワーキ

ンググループから、”Cash machines – meeting consumer needs”と題された報告書が提出

された。本報告書では、手数料無料の ATM へのアクセスを、あまねくイギリス全土

において－特に低所得地域において－拡大するために、政府、金融機関、ATM 運営業

者、郵便局などの協働を提言している。具体的な内容は、無料・有料それぞれの ATM

設置状況の調査結果、ATM 設置場所確保に向けた各組織と地元との協力に向けた提

言、”financial inclusion premium”と名付けられた補助金の導入案などである。 

前述の報告書は、ATMを通じた現金の入手を最も基本的な金融サービスの１つとし

て捉え、無料ATMの拡大による決済コストの引き下げを目指すものである。だが、本

報告書を単に無料ATMの拡大に向けた行動計画として理解することは適当ではない。

むしろ、イギリス政府の金融排除問題に関するこれまでの政策の一環として読み取る

必要がある。例えば、HM Treasury（2007）では、金融排除への取り組みにおける優先

課題として「銀行サービスへのアクセス」、「融資、貯蓄、保険へのアクセス」、「金融

相談へのアクセス」の 3 点を挙げている 2。 銀行サービスへのアクセス改善に向けた

一連の施策としては、これまでに口座非保有世帯比率の引き下げを目指して、基本銀

行口座（basic bank account）や郵便局カード口座（POCA: Post Office Card Account）の

導入が行われた。例えば、小切手で支払われた賃金を割高な手数料を支払って現金化

する必要がなくなれば、それまで口座を保有していなかった家計にとっては日常生活

における決済コストの引き下げにつながる 3。無料ATMの拡大は、銀行サービスへの

アクセス改善による決済コスト軽減を目指したものであり、その恩恵は特に低所得者

層にとって大きいと考えられる。 

金融サービスへのアクセスが地理的・経済的・社会的要因等により制限されること

 
1 社会的排除とは、貧困、失業などの経済的状態にとどまらず、社会との様々な関係性が断絶さ

れた状態、ないしはその過程までを含む概念だと考えられる。例えば、福原編著（2007）を参照。  
2 HM Treasury（2007）p.24。 
3 イギリスでは、小切手による支払いが依然として多く行われている。銀行口座を保有していない人が

小切手を受け取った場合、小切手の買い取り業者に手数料を支払って現金化するケースがある。 
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があれば、経済活動は大きな制約を受けることになる。さらに、金融サービスから疎

外された者が特定階層・地域に集中しているような場合、階層の固定化や地域の荒廃

と結びつく恐れがある。このような認識に基づいて、イギリスでは金融排除への取り

組みが行われてきた。以下、本稿では、イギリスにおける金融排除の実態、金融排除

に関する政策について整理・検討を行う。 

 

１ 金融排除問題の認識 4 5  

保守党のサッチャー政権（1979-90 年）およびメージャー政権（1990-97 年）の下で、

イギリス国内の経済格差は拡大・変質した。1979 年から 1994-95 年にかけて、住居費

控除後の所得は、所得上位 10%層では 68%増加した一方で、所得下位 10%層では 8%

減少した。また、平均所得額の半分以下の世帯で養育される子供の比率は、1979 年の

10%から 1994-95 年には 32%に増加した 6。最貧困地区の地理的分布についても、衰退

する製造業中心の北部とニューエコノミーで栄える南東部、といった比較的単純な色

分けではなくなった。繁栄する中心市街地からわずか 1-2 マイルのところに最貧困地

区が存在するケースが示すように、全国的に地域内、都市内の狭い範囲で格差が顕在

化するようになった 7。 

 

表１ 金融排除をめぐる状況 

銀行支店 13,708 店（1989 年）から 11,051 店（1996 年）に 7 年間で 20%弱減少

した。なお、銀行支店の閉鎖は貧困地区に集中する傾向がある。 
当座預金口座 1990 年代後半を通じて、85%前後の世帯が保有。だが、最も低い

所得階層では約半数しか保有していない。 
家財保険 80%の世帯が家財保険に加入。だが、持ち家世帯の 93%が加入してい

るのに対して、借家・公営住宅世帯では 51%と大きな開きがある。ま

た、年収 20,000 ポンド以下になると、保険加入率は大幅に低下する。

短期融資 銀行等が提供する短期融資は低所得者層のニーズを十分には満た

さず、年収約 15,000 ポンド以下の層では銀行融資等の利用率が急

激に低下する。代わりに高利貸しを利用する者も少なくない。 
長期の資産形成 今後、保有資産の少ない低所得者層がパッシブ運用型投資信託な

どの預金に比べて有利な金融商品を利用可能とすることによっ

て、より大きな利回りの獲得や資産形成の実現を目指す。 
(出所) Office of Fair Trading(1999a)Chapter3 より筆者が整理・作成。 

                                                        
4 金融排除に関する議論について、詳しくは田尻（2000）、福光、（2001）、村本（2003）などを参

照。また、寺地（2002）は、イギリスにおける金融排除に対する認識と対応の推移を、研究動向

も含めて整理している。なお、本稿では個人の金融排除問題に焦点を当てているが、企業に関し

ても金融サービスへのアクセスに問題が生じ得ると考えられる。例えば小林（2002）を参照。 
5 本節以下は、岡村（2007）第Ⅲ節を加筆・修正したものである。  
6 Social Exclusion Unit (1998) p.15。  
7 前掲書 p.15。 
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表２ 低所得世帯 600 万世帯における金融排除の状況（重複含む） 

当座預金口座を保有せず 200 万世帯 
あらゆる形態の信用供与を利用せず 350 万世帯 
家財保険に加入せず 200 万世帯 
短期・長期いずれもの貯蓄性商品を保有せず 300 万世帯 
過去 5 年間に生命保険に加入せず 450 万世帯 
過去 14 ヶ月間に金融機関からのセールス無し 250 万世帯 

(出所) Drakeford and Sachdev(2001) p.215. 
なお、原出所は Office of Fair Trading(1999b)。  

 

このような貧困地区においては、銀行支店数の減少、高水準の銀行口座非保有世帯

数、低い保険加入率、借入をはじめとするニーズに適合した金融サービスの不足等の

問題が生じていることが、政府の報告書でも明らかにされるようになった。 

表１には、Office of Fair Trading(1999a)が金融排除に関して報告した内容が整理され

ている。また、表２には、低所得世帯が金融排除の状態におかれていることを示すデ

ータが整理されている 8。銀行支店数の減少や低所得者層の低い当座預金口座保有率は、

決済という基本的な金融サービスへのアクセスに問題が生じていることを示している。

もとよりリスク負担能力の小さな低所得者層にとって、保険加入による効用水準の改

善効果は大きいと考えられるため、保険加入を容易にすることは重要であろう。また、

低所得者層による銀行融資の利用率が低いという事実は、高利貸等への依存度が高い

可能性を示唆する。そして、金融サービスから遠ざけられた低所得者層は、金融機関

からアプローチされることも少なく、資産形成の機会を失っている。 

このように、金融サービスへのアクセスが困難な状況は、日常生活におけるコスト

を増加させるだけでなく、リスクヘッジや資産形成による生活の安定化を妨げること

が認識されるようになり、政策課題として登場することになった。 

 

２ 政策課題としての金融排除問題 

前述のような貧困地区においては、経済的な問題にとどまらず、様々な社会的諸問題

を解きほぐした上で解決しなければ、当該地区の住民がおかれている社会的排除（Social 

Exclusion）の状態を解消することは困難である。このような認識に基づき、Social Exclusion 

Unit (1998)は、失業・職業訓練、コミュニティ・住宅・犯罪対策、若年層対象の教育・麻

薬対策、公的・私的サービスへのアクセス、政府の対応改善などの各領域において積極

的に取り組むべき課題を整理した。政策の実行にあたっては、課題毎に設けられた 18 の

行動チームが、具体的な問題点の調査と対応に責任を持つことになった。そのうち、金

融サービスに関しては、Policy Action Team 14 (PAT14)が、次の 3 点について調査・検討を

行い、貧困地区住民の金融排除問題に取り組む戦略を策定することになった。 
                                                        
8 Drakeford and Sachdev(2001) p.215.なお、原出所は Office of Fair Trading(1999b)。 
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（１） クレジット・ユニオン（信用組合）の展開とその範囲 

（２） 貧困地区における保険サービスの利用拡大 

（３） 貧困地区における金融サービス供給に関する個人向け銀行、郵便局、その他の

組織の役割 

翌 1999 年にPAT14 は上記 3 点を中心とした調査検討結果を報告書にとりまとめた 9。

その中で、（１）に関しては、Central Services Organization(CSO)を創設し、クレジット・

ユニオンが低所得者層に対して少額貯蓄の奨励や低利融資の供給、その他の金融サー

ビス供給の橋渡し役となることの促進および環境作りを提言している。（２）に関して

は、Insurance With Rent(IWR)スキームの拡大および活用を提言している。IWRスキー

ムとは家賃に合わせて保険料を支払う仕組みであり、銀行口座を保有しない世帯にと

っては簡便かつ低コストの方法となっている。（３）に関しては、銀行等が基本銀行口

座サービス（basic bank account service）の普及に努めることが提言されている。また、

今後、社会保障給付の支払い方法が小切手から口座振込に変更されることにより口座

開設や銀行取引の需要が増加する可能性、および郵便局ネットワークの活用について

も言及している。その他、口座開設時に必要な身分証明書類の要件緩和、低所得者層

に対する資金（特に負債）に関する相談業務の拡充などについても提言を行っている。 

Cruickshank(2000)は、イギリス銀行業の問題点ならびに競争政策に関して財務大臣

からなされた諮問に対する報告書であるが、主要な課題の１つとして金融排除を取り

上げており、基本的な銀行サービスの提供について提言を行っている 10。まず、「経済

活動に完全に参加するために、消費者が基本的銀行サービスとして最低限必要とする

のは、以下のものである」として、次の 4 点を挙げている。 

・ 電子的な信用を受け取ること 

・ 電子的な支払いをすること 

・ 現金を預けたり、あるいは小切手を振り出したりすること 

・ ATM から現金を引き出したり、あるいは小口のキャッシュバック機能を利用する

こと 

その上で、「政府は、基本的銀行サービスのための評価基準商品の開発を最優先す

べきである」と提言している。費用負担の問題についても、「もし政府が基本的な銀行

サービスの提供に介入する必要があると考えるなら、まず普遍的サービスを明確に定

義し、そこで定義されたサービスを実行するのに必要な最低限の補助金を提供すべき

である」と指摘している。 

以上で紹介した報告書で指摘されている内容を整理すると、金融排除問題に取り組

む上での具体的な政策課題としては、低所得者層を対象とする次の３点を挙げること

ができる。第一に銀行支店・ATM および口座へのアクセスを確保すること、第二に低
                                                        
9 HM Treasury (1999)。 
10 Cruickshank(2000)邦訳書 pp.262-268。  
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金利で利用しやすい融資へのアクセスを確保すること、第三に保険、貯蓄（資産形成）

など決済以外の金融サービスや金融相談へのアクセスを確保することである。 

 

３ 金融排除問題への取り組み 

2004 年 12 月にイギリス財務省は”Promoting financial inclusion”と題された金融排除

問題に関する報告書を公表した。その中で、「銀行取引へのアクセス（ access to 

banking）」「手頃で利用しやすい融資（access to affordable credit）」「無料対面金融相談

へのアクセス（access to free face-to-face money advice）」の 3 つの課題を中心に、金融

排除にかかわる政策の進捗状況を整理している。 

銀行取引へのアクセスに関しては、まず当座預金を保有していない世帯の比率は

1995-96 年の 20%から 2002-03 年には 12%に減少するという改善がみられている 11。ま

た、大半の銀行が開設要件の緩やかな基本銀行口座（basic bank account）を提供する

ようになり、通常の当座預金口座の開設が難しい人々も、銀行口座を通じた決済サー

ビスを利用できる可能性が拡大した 12。 

さらに、2003 年 4 月から口座振込による社会保障給付の支払いが開始され、75%の

受給者が当座預金口座、基本銀行口座、そして郵便局カード口座（POCA: Post Office 

Card Account）のいずれかの口座での受け取りを選択するようになった。 

 手頃で利用しやすい融資へのアクセスに関しては、HM Treasury(1999)でも取り上げ

られていた非営利組織であるクレジット・ユニオンの加入者は 2001 年の 365,000 人か

ら 2003 年には 410,000 人へと 12%増加している。また、同様に非営利組織であるコミ

ュニティ開発金融機関（CDFIs: Community Development Finance Institutions）は、地域

の小規模企業への融資が中心業務であるが、近年個人向けにも融資を行うようになっ

た 13。ただし、クレジット・ユニオンやCDFIsがカバーしている地域、顧客層は限定的

であり、役割の拡大や継続的な活動を実現するために、政府は関係者との協議を行う

としている。これらの他にも、政府は公的なセーフティーネットとしてのSocial Fund

による融資の枠組みを、2006 年から 3 年間で 2 億 1,000 万ポンドの資金を投入して拡

充するとしている。 

                                                        
11 ただし、いかなる種類の口座も保有していない世帯の比率は、上記の期間を通じて 8-9%程度で

大きな変化はみられない。  
12 基本銀行口座で利用可能なサービスは、キャッシュカードによる現金引出、デビットカード、口座

引落、自動振替、資金の受け取りなどの決済機能に限定され、当座貸越や小切手の利用のような与信

機能は省かれている。そのため、詐欺歴のある者や免責未決済の破産者でなければ、原則として誰で

も口座開設が可能である。Financial Services Authority (2006)参照。また、2003 年 4 月以降に開設され

た基本銀行口座については、郵便局で現金引出が可能である。HM Treasury(2006) pp.12-13 参照。 
13 クレジット・ユニオンは法定上限金利が年 12.7%（月 1%）、CDFIs については法定の上限金利は

ないものの、借り手のリスクに応じて年 15-30%程度の金利で融資が行われている。一方、各家庭

を回って定期的（週単位が多い）に集金を行う home credit companies と呼ばれる貸金業者や質屋

などは年 100%を超える金利を課すことが一般的だと報告されている。詳しくは、HM Treasury 
(2004) chapter4 参照。 
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無料対面金融相談へのアクセスに関しては、慈善団体や非営利組織が年間 25 万か

ら 30 万件程度の無料相談を受け付けているが、21 万 5,000 件から 26 万 5,000 件程度

の相談ニーズが満たされていないと試算している。イギリス国内全世帯の 7%・150 万

世帯が過重債務に陥っているとの調査結果をふまえて、債務問題の解決に向けた無料

相談への潜在需要は多く、政府は現在無料相談を提供している組織と協力して、より

多くの人々に対応できるようにする方向であるとしている。 

「はじめに」で挙げたHM Treasury (2006)は、イギリス全土において手数料無料の

ATMを利用可能とするための提言を行っている。この報告書によれば、2006 年の時点

で、人口 1,400 人程度に区切られた約 40,000 エリアのうちの 1,701 エリアで、エリア

内もしくはエリアの中心から半径 1km以内に無料ATMが設置されていない 14。そこで、

有料ATMから無料ATMへの転換や無料ATM増設のために、公的機関によるATM設置場

所提供の促進、銀行業界との提携、民間ATM運営業者への”fin ncial inclusion premium”

と名付けられた補助金支給などが提言されている。 

a

                                                       

 

おわりに 

英国政府がこれまでに行った取り組みのうち、銀行取引へのアクセスを改善すると

いう点については、比較的順調な成果を上げている。先述のように、当座預金口座を

保有しない世帯の比率は 1995-96 年の 20%から 2002-03 年には 12%に減少している。

また、政府と銀行業界の協力によって、与信機能を省き決済機能に限定した基本銀行

口座が導入されたことで、本人が希望すれば、ほぼ全ての国民が銀行口座を通じた決

済サービスを利用できる環境が整えられた。さらに、銀行口座を保有していない比率

が高かったと考えられる社会保障給付の受給者層に対して、口座振込への移行を進め

ることで、口座利用を促進している。地理的なアクセスの問題に関しても、全国 14,263

局 15の郵便局ネットワークと連携し、基本銀行口座のキャッシュカードでの現金引出

が可能となっている 16。 

だが、当座預金口座非保有世帯の比率が減少する一方で、いかなるタイプの口座を

も保有しない世帯の比率が横ばいであるという事実は、政府や金融サービスを供給す

る銀行業界側の努力だけでは限界がある可能性を示唆している。銀行を利用してこな

かったという習慣、周囲に銀行利用者が少ない環境などの要因に加えて、金融知識の

不足や金融に関する意志決定能力の欠如のような問題を金融排除の状況下にある人々

 
14 2006 年末時点で、イギリス国内には 60,468 台の ATM（cash machine）が設置されており、無料

35,193 台、有料 25,275 台となっている。また、有料 ATM 利用者が支払う手数料は 1.50-1.75 ポン

ド程度である。APACS（2007）p.12 参照。なお、日本国内の金融機関等による CD/ATM 設置台数

は、2006 年 3 月末時点で 136,279 台（民間 109,982 台、郵便局 26,297 台）である。金融情報シス

テムセンター（2006）p.300 参照。 
15 Guardian (2006) December 15 2006。 
16 2006 年現在で、約 660 万の基本銀行口座が開設されており、うち 260 万口座は郵便局で現金を

引き出せるタイプである。HM Treasury(2006) p.13。 
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は抱えていると考えられる 17。 

また、金融サービスの拠点として郵便局ネットワークを活用する政策を進める一方

で、2007 年夏から 2,500 局を順次削減する合理化計画が 2006 年 12 月に発表された。

追い打ちをかけるように雇用年金省（Department for Work and Pension）は年金通知の

郵送を、郵便局ネットワークを保有するRoyal Mailからライバル企業のUK Mailに委託

することを決めた。このように、政府内で郵便局ネットワークの活用方法をめぐる不

一致があるとの指摘には無視できないものがある 18。 

手頃な融資へのアクセスに関しては、現在のところ大きな成果は見られない。融資

を利用する個人は千差万別であり、情報の非対称性を乗り越える必要がある金融取引

において、個別に対応する必要性が極めて高い。特に、低所得者層のニーズは短期・

少額の融資が中心で、審査や事務手続き等に要する固定費の比率が大きく、金利は高

くなりがちである。また、低所得や信用履歴がないという理由からリスクが高いと判

断され、高い金利を課されやすい。低所得者層に対して低金利で利用しやすい融資を

提供するには、政府による基金の設立や補助金の投入、事務コストや審査コストの低

減、低所得者層が信用履歴を蓄積するための工夫などを中長期的に積み重ねていく他

はないであろう 19。さらに、金融相談の質・量それぞれの充実に加えて、金融教育を

積極的に行うことで人々の金融能力を高め、適切な融資の利用を促進し、過重債務を

未然に防ぐことも重要な課題である。 
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